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介護保険

各ページの角に「音声コード」
が印刷されています。活字文
字読み上げ装置またはスマー
トフォン用アプリで読み取る
ことで、音声として情報を提
供します。練  馬  区
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介護保険は、介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう、社会全体で
高齢者を支える相互扶助の制度です。平成12年の制度創設から25年が経ち、高齢
者の生活を支える基幹的な制度として定着しています。
40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その

保険料や税金を財源として、介護が必要な方は、費用の一部を負担することで、
さまざまな介護保険サービスを受けられます。
本書は、介護保険で受けることができるサービスや利用方法を説明しています。

一日一日をより充実したものにしていくためにも、ぜひご活用ください。

高齢者の暮らしを社会みんなで支える介護保険

介護保険法は、介護保険制度の理念である「自立支援」と「重度化防止」を定めて
います。
「自立支援」は、介護等が必要な方の尊厳を保持し、その方の能力に応じた自立し
た日常生活を営むことができるよう支援することを目的としています。
「重度化防止」は、介護が必要な状態になっても、できないことを補うだけではな
く、できることを続け、できることを増やすことにより、高齢者の生活の質を向上さ
せることを目的としています。
保険者である練馬区は、この理念のもと、介護保険制度を適切に運営していき

ます。
被保険者である区民のみなさまには、フレイル予防に取り組んで健康維持に努め

ること、要介護状態となった場合においても能力の維持向上に努めることが求めら
れています。

介護保険制度の理念「自立支援と重度化防止」
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介護保険は、介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくための制
度です。市区町村が運営し、40歳以上のすべての方が加入して保険料を納めます。
　介護が必要になったときには、費用の一部（1割〜3割）を負担することで介護サー
ビスを利用できます。

練馬区
（保険者）
＊介護保険制度を
運営します。

地域包括
支援

センター

ケア
マネジャー

（主な役割は、
5ページ参照）

連携

連携 連絡
調整

連絡・調整

介護報酬の請求

介護報酬の支払い
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談
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談
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援
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利
用
者
負
担
の
支
払
い

介護サービス
提供事業者
＊社会福祉法人、医
療法人、民間企
業、非営利組織な
どが運営します。

加入者（被保険者）
65歳以上の方（第1号被保険者）

サービスを利用できる方
練馬区に「介護が必要」と認定された方
※介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できます。

40歳から64歳までの方（第2号被保険者）
サービスを利用できる方
加齢によって起きる特定疾病※が原因で、
介護が必要であると認定された方
※特定疾病以外の原因の場合は、介護保険の対象にはなりません。

＊特定疾病はつぎの16種類が定められています。
●筋萎縮性側索硬化症　●後縦靭帯骨化症　●骨折を伴う骨粗しょう症
●多系統萎縮症　●初老期における認知症　●脊髄小脳変性症　●脊柱管狭窄症　●早老症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症　●脳血管疾患　
●パーキンソン病関連疾患　●閉塞性動脈硬化症　●関節リウマチ　●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●がん（医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。）

きんいしゅくせいそくさくこうかしょう こうじゅうじんたいこっかしょう こっせつ ともな こつそ しょう

たけいとういしゅくしょう し ょ ろ う き にんちしょう せきずいしょうのうへんせいしょう せきちゅうかんきょうさくしょう そうろうしょう

とうにょうびょうせいしんけいしょうがい とうにょうびょうせいじんしょう とうにょうびょうせいもうまくしょう のうけっかんしっかん

びょうかんれんしっかん へいそくせいどうみゃくこうかしょう かんせつ まんせいへいそくせいはいしっかん

りょうそく しつかんせつ こかんせつ いちじる へんけい ともな へんけいせいかんせつしょう
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高齢者のみなさまが、いつまでも住み慣れた地域で生活ができるよう支援するた
めの拠点です。介護に関する悩みやご心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関する
さまざまな支援を行っています。

地域包括支援センター〈医療と介護の相談窓口〉のご案内

●介護サービスの苦情・相談があるときは
介護（介護予防）サービスを利用していて、困ったことや相談したいことがあったら、早めにケアマネ

ジャーまたは事業所に話をして解決するようにしましょう。
また、地域包括支援センターでは、事業所との間に生じたお困りごとの相談

に応じています。それでも改善されない場合は、練馬区保健福祉サービス苦
情調整委員にご相談ください。都道府県単位で設置されている国民健康保険
団体連合会に申し立てることもできます（連絡先は裏表紙参照）。

医療と介護の両方が必要な状態になっても、住み慣れた場所で安心して生活できるよう、在宅
療養や認知症に関する相談をすることができます。窓口では、医療・介護連携推進員と認知症地
域支援推進員が、退院に際しての準備に関する支援や、もの忘れが気になるときの相談を行って
います。状況に応じ、認知症専門医による訪問面接も実施します。

医療と介護の相談窓口

総合相談支援総合相談支援介護予防介護予防
ケアマネジメントケアマネジメント 権利擁護権利擁護

要介護・要支援認定において
要支援1・2と認定された方や、
介護が必要となるおそれがある
方への支援を行います（介護予
防ケアプランの作成など）。

介護が必要な高齢者やその
家族のために、介護に関する
相談のほか、福祉や医療など、
さまざまな相談を受け付けて
います。

消費者被害などへの対応、
成年後見制度の利用支援、高
齢者の虐待防止や早期発見・
早期対応などに取り組みます。

介護保険のサービスを受けるときなどに介護保
険被保険者証が必要になります。大切に保管しま
しょう。

介護サービスを受けたときに支払う
利用者負担の割合（1割～3割）が記載
されています。介護サービスを利用す
るときに介護保険被保険者証と一緒に
事業者や施設へ提示していただきます。

※負担割合証は要介護・
要支援認定等を受けた
方、サービス・活動事
業対象者(42ページ参
照）に交付されます。		
適用期間は8月1日～
翌年7月31日で、既
に交付されている方に
は毎年7月に新しい証
が交付されます。

※所在地、電話、担当地域などは60～ 62ページをご参照ください。

※そのほかにも、複合的な課題がある方に対するさまざまな機関との連携や調整などを行っています。

●65歳以上の方は	  
65歳になる前の月に交付されます。	 	
（65歳到達は誕生日の前日です。）

●40歳〜 64歳の方は	  
要介護・要支援認定を受けた方
に交付されます。

【被保険者証が必要なとき】
・要介護・要支援認定を申請する
とき

・ケアプランを作成するとき
・介護サービスを利用するとき など

介護保険被保険者証 介護保険負担割合証

大切に
保管

しましょう

大切に
保管

しましょう



所得段階 対象となる方 保険料（年額）
生活保護受給の方

老齢福祉年金受給の方

本人の前年の課税対象
年金収入額※2と「その他
の合計所得金額※4」の
合計が

80万9千円以下の方

本人の前年の課税対象
年金収入額※2と「その他
の合計所得金額※4」の
合計が

80万9千円を超えて
120万円以下の方
120万円を超える方
（本人が特別区民税未
申告の方を含みます）

80万9千円を超える方
（本人が特別区民税未
申告の方を含みます）

80万9千円以下の方

同じ世帯  に
いる全員が
特別区民税
非課税

同じ世帯  に
特別区民税
課税の方が
いる

本人の前年
の合計所得
金額※3が

120万円未満の方 

120万円以上210万円未満の方 

210万円以上320万円未満の方 

320万円以上420万円未満の方 

420万円以上520万円未満の方 

520万円以上620万円未満の方 

620万円以上720万円未満の方 

720万円以上820万円未満の方 

820万円以上1,000万円未満の方 

1,000万円以上1,500万円未満の方 

1,500万円以上2,000万円未満の方 

2,000万円以上3,500万円未満の方 

3,500万円以上5,000万円未満の方 

5,000万円以上の方 

本
人
が
特
別
区
民
税
　非
課
税

本
人
が
特
別
区
民
税
　課
税

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階
第7段階
第8段階
第9段階
第10段階
第11段階
第12段階
第13段階
第14段階
第15段階
第16段階
第17段階
第18段階
第19段階

85,680円
104,160円
120,120円
136,080円
152,160円
168,120円
184,200円
200,160円
232,200円
264,240円
296,160円
328,200円
360,240円
392,280円

20,040円

25,680円

49,680円

58,440円

80,040円
（基準額）【

ス
タ
ー
ト
】 

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

あ
な
た
が
特
別
区
民
税
を

課
税
さ
れ
て
い
る

同
じ
世
帯 

に
特
別
区
民
税
を

課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

前年の合計所得金額※3により第6段階～第19段階

※1 世帯 ･･････････････････････････令和７年４月１日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で
65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。

※2 課税対象年金収入額････････非課税年金（障害年金、遺族年金など）以外の年金の総支給額です。
※3 合計所得金額････････････････年金・給与等の収入から必要経費（公的年金の場合は公的年金等控除額）を差し引いた所得額の合計の

ことで、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。繰越控除の適用がある場合は
繰越控除前の金額をいいます。保険料算定の際は、土地売却等に係る特別控除がある場合、長期譲渡
所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額を用います。
なお、当該所得金額が０円を下回った場合は０円とみなします。

※4 その他の合計所得金額

前年の課税対象年金収
入額※2

＋「その他の合計所得金
額※4」が80万9千円以下

老齢福祉年金を
受給している

前年の課税対象年金収入額※2

＋「その他の合計所得金額※4」が80万9千円以下

前年の課税対象年金収入額※2

＋「その他の合計所得金額※4」が120万円以下

《あなたの介護保険料は？》
はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
※1

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。０円を下回った場合は０
円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該
給与所得の金額（所得金額調整控除がある場合は控除前の金額）から10万円を控除し
た金額を用います（０円を下回った場合は０円とみなします）。

……

※1

※1

介護保険料について介護保険料について

6

社会全体で介護保険を支えています
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

介護保険の財源は、40歳以上の方が納める保
険料と公費（税金）でまかなわれています。介護保
険料は、介護保険を健全に運営するための大切な
財源となります。
　右のグラフは介護保険費用の負担割合です。負
担割合は65歳以上の方と40歳〜64歳の方の人口
比率をもとに決められます。65歳以上の方の人口
が増加しているなか、両者の一人あたりの保険料の
均衡を図るために、3年に1度見直されます。

65歳以上の方（第1号被保険者）の保険料

65歳以上の方の
保険料
23%

40～64歳の方の
保険料

27%

公費（税金）
国・都・区の負担

50%



所得段階 対象となる方 保険料（年額）
生活保護受給の方

老齢福祉年金受給の方

本人の前年の課税対象
年金収入額※2と「その他
の合計所得金額※4」の
合計が

80万9千円以下の方

本人の前年の課税対象
年金収入額※2と「その他
の合計所得金額※4」の
合計が

80万9千円を超えて
120万円以下の方
120万円を超える方
（本人が特別区民税未
申告の方を含みます）

80万9千円を超える方
（本人が特別区民税未
申告の方を含みます）

80万9千円以下の方

同じ世帯  に
いる全員が
特別区民税
非課税

同じ世帯  に
特別区民税
課税の方が
いる

本人の前年
の合計所得
金額※3が

120万円未満の方 

120万円以上210万円未満の方 

210万円以上320万円未満の方 

320万円以上420万円未満の方 

420万円以上520万円未満の方 

520万円以上620万円未満の方 

620万円以上720万円未満の方 

720万円以上820万円未満の方 

820万円以上1,000万円未満の方 

1,000万円以上1,500万円未満の方 

1,500万円以上2,000万円未満の方 

2,000万円以上3,500万円未満の方 

3,500万円以上5,000万円未満の方 

5,000万円以上の方 

本
人
が
特
別
区
民
税
　非
課
税

本
人
が
特
別
区
民
税
　課
税

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階
第7段階
第8段階
第9段階
第10段階
第11段階
第12段階
第13段階
第14段階
第15段階
第16段階
第17段階
第18段階
第19段階

85,680円
104,160円
120,120円
136,080円
152,160円
168,120円
184,200円
200,160円
232,200円
264,240円
296,160円
328,200円
360,240円
392,280円

20,040円

25,680円

49,680円

58,440円

80,040円
（基準額）【

ス
タ
ー
ト
】 

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

あ
な
た
が
特
別
区
民
税
を

課
税
さ
れ
て
い
る

同
じ
世
帯 

に
特
別
区
民
税
を

課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

前年の合計所得金額※3により第6段階～第19段階

※1 世帯 ･･････････････････････････令和７年４月１日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で
65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。

※2 課税対象年金収入額････････非課税年金（障害年金、遺族年金など）以外の年金の総支給額です。
※3 合計所得金額････････････････年金・給与等の収入から必要経費（公的年金の場合は公的年金等控除額）を差し引いた所得額の合計の

ことで、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。繰越控除の適用がある場合は
繰越控除前の金額をいいます。保険料算定の際は、土地売却等に係る特別控除がある場合、長期譲渡
所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額を用います。
なお、当該所得金額が０円を下回った場合は０円とみなします。

※4 その他の合計所得金額

前年の課税対象年金収
入額※2

＋「その他の合計所得金
額※4」が80万9千円以下

老齢福祉年金を
受給している

前年の課税対象年金収入額※2

＋「その他の合計所得金額※4」が80万9千円以下

前年の課税対象年金収入額※2

＋「その他の合計所得金額※4」が120万円以下

《あなたの介護保険料は？》
はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
※1

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。０円を下回った場合は０
円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該
給与所得の金額（所得金額調整控除がある場合は控除前の金額）から10万円を控除し
た金額を用います（０円を下回った場合は０円とみなします）。

……

※1

※1
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この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、19段階の保険料に分かれ
ます。確定申告や特別区民税の申告の際の所得金額をもとに保険料を計算します。

 ・第1～ 3段階の保険料については、公費負担による軽減を実施しています。
 ・老齢基礎年金支給額が増額されたことに伴い、第1段階、第2段階、第4段階および第5段
階の所得基準額は、令和6年度の「80万円」から「80万9千円」に変更となりました。

基準額の
決まり方

練馬区で必要な
介護サービスの総費用

練馬区の令和6 ～ 8年度の保険料の基準額
80,040円（年額）  6,670円（月額）※

65歳以上の方の
負担分23 ％

練馬区に住む
65歳以上の方の人数× ÷

＝

〈令和7年度の所得段階別の保険料〉

※保険料（年額）を月割りにした目安であり、実際の請求額とは異なります。



8

65歳以上の方の保険料の納め方
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

納め方は受給している年金※の額によって、2通りに分かれます。法令に定められて
おり、本人が選択することはできません。
※受給している年金とは、老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。

介護保険料は、所得税・住民税の申告で所得控除の対象になります。必要な方は、
以下の書類を申告資料としてご利用ください。

「介護保険料納付済額確認書」（1月下旬頃、区から送付）

「公的年金等の源泉徴収票」（1月中旬頃、日本年金機構や共済組
合等から発行）

●保険料の年額が、年金の
支払い月に年6回に分け
て差し引かれます。

●練馬区から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関やコンビニエ
ンスストア、モバイルレジなどで納めていただきます。

本来、年金から差し引かれる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める
場合があります。

●年度途中で保険料が増額になった 増額分を納付書で納めていただきます

●年度途中で65歳になった
●年度途中で老齢（退職）年金・遺族年金・障

害年金の受給が始まった
●年度途中で他の市区町村から転入した
●保険料が減額になった
●年金が一時差し止めになった  など

原則、特別徴収の対象者となった月の
半年〜 1年後から差し引かれます。
それまでは、納付書または口座振替で
納めていただきます。

➡年金から差し引かれます

➡【納付書】や【口座振替】で各自納めていただきます

年金の支払い月に
差し引かれます 2月4月 6月 8月 10月 12月

忙しい方、なかなか外出ができない方は、介護保険料の口座振替が便利です。

※コンビニエンスストア（モバイルレジ）での納付は、表面にバーコードが印字されている納付書に限ります。

年金が年額18万円以上の方

年金が年額18万円未満の方

介護保険料は社会保険料控除の対象です（年末調整・確定申告）

普通徴収の方

特別徴収の方

普通徴収

特別徴収

❶インターネットからの申込み
パソコン・スマートフォン・タブレット端末から申込みができます。右の二次元コードを

読み取るか、練馬区ホームページ内の「Web口座振替受付サービス」からお申し込みく
ださい。各月5日までの申込みで、当月から口座振替が開始されます。
❷金融機関（口座振替依頼書）で申込み
　通帳、届出印をお持ちになり、金融機関・郵便局の窓口にてお申し込みください。口座振替依頼書（申込用
紙）は練馬区内の金融機関・郵便局の窓口にあります。原則、申込みの翌月から口座振替が開始されます。
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※詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

●生計困難な方の介護保険料の減額

●災害など特別な事情があるときの介護保険料の減免

つぎの全ての要件に該当する方の介護保険料額を第1段階の保険料額に減額します。
介護保険課への申請が必要です（申請受付は6月にお送りする決定通知書が届いてから
各年度の3月末日まで）。必要書類など、詳しくはお問い合わせください。

①介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の方
②世帯の前年の年間収入（収入には遺族年金などの非課税年金や仕送りを含みます）の

合計額がひとり世帯で150万円以下の方（世帯員が一人増えるごとに50万円加算）
③世帯の預貯金、有価証券、債券などの合計額がひとり世帯で150万円以下の方（世

帯員が一人増えるごとに50万円加算）
④介護保険料を滞納していない方

災害など特別な事情で一時的に収入が減少し保険料を納めることが困難な方を対象に、保
険料を減免する制度があります。対象の要件や申請方法など詳しくはお問い合わせください。

対象者の
要件

決まり方 納め方
国民健康保険
に加入して
いる方

練馬区の国民健康保険料の算定方
法と同じく、世帯ごとに決まります。

同じ世帯の第2号被保険者全員
の医療分・後期高齢者支援分と
介護分を合わせて、世帯主が納
めます。

職場の健康保険に
加入して	 い
いる方

加入している医療保険の算定方式
に基づいて決まります。

医療分・後期高齢者支援分と介
護分を合わせて、給与から差し
引かれます。

40歳〜64歳の方（第2号被保険者）の保険料

◆保険料を納めないと…

◆まずは納付相談を

　●滞納していた期間に応じてつぎのような措置がとられます。

　●納期限を過ぎた保険料は、原則一括払いでの納付です。一括での納付が困難な場合  
　　は、納付方法のご相談をお受けします。詳しくはお問い合わせください。

　●滞納処分（差押え）の対象となることがあります。

1年以上滞納すると…
利用したサービス費用は全額利用者負担となります。その後、利用者からの申

請により保険給付費（本来の利用者負担を除く費用）を返還します。

1年6か月以上滞納すると…
利用したサービス費用は全額利用者負担となります。保険給付費（本来の利用

者負担を除く費用）についても、一部または全部が一時的に差し止めとなります。

介護保険料を滞納している期間に応じて、利用したサービス費用の利用者負担
割合が、一定期間３割（本来の利用者負担割合が３割の場合は４割）に引き上げら
れます。また、高額介護（介護予防）サービス費（20ページ参照）などの支給が
受けられなくなります。【被保険者証に記載されます】

2年以上滞納すると…



介護予防・日常生活支援総合事業

介護サービス
を利用できます

介護予防サービス
を利用できます

健康長寿
はつらつ事業

（一般介護予防事業）
を利用できます

サービス・
活動事業
を利用できます

介護予防に
取り組みたい

　など

生活全般に不安があり
介護サービスを
利用したい

生活にやや不安があり
●ヘルパーを頼みたい
●デイサービスを利用したい

「地域包括支援センター」に相談をする

認　定

要
介
護
度

非該当

要介護・要支援認定を
受ける

➡申請から認定までの流れは
11ページ参照

「健康長寿チェックシート」で生活機能を確認する
➡チェックシートについては43ページ参照

65歳以上の
すべての方が
利用可能

自立した生活を
送れる

生活機能の
低下が
みられる

事業対象者

要
介
護
5

要
介
護
4

要
介
護
3

要
介
護
2

要
介
護
1

要
支
援
2

要
支
援
1

介護が必要な度合い 重軽

そ
の
場
で
判
断
し
迅
速
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
可
能

認
定
結
果
が
出
る
ま
で
、原
則
30
日
以
内

※

た
だ
し
、申
請
日
か
ら
暫
定
的
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
は
可
能

➡42ページ参照

サービスを利用するにはサービスを利用するには

10

生活する上でなにか困ることが出てきたら、地域包括支援センターに相談し、	
介護サービスの利用を検討しましょう。希望するサービスがあれば、伝えましょう。
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要介護・要支援認定の流れ
介護保険サービスを利用するときは「要介護・要支援認定」を受け「介護や支援

が必要である」と認定される必要があります。

■要介護・要支援認定の申請

■要介護・要支援認定（調査〜判定）

■認定

申請の窓口は「地域包括支援センター」または	
「介護保険課」です。郵送や電子申請＊でも受け付

けています。申請は、本人のほか家族でもできます。
＊電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

《申請に必要なもの》
申請書	 	
申請窓口に置いてあります。区のホームページからもダウンロードできます。申
請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります
ので、確認しておきましょう。
介護保険の被保険者証	 	
※40歳～ 64歳の方は医療保険に加入していることが確認できるもの（資格情報のお知らせ、資

　　　格確認書等の写し）が必要です。

認定調査（12ページ参照）	 	
区の職員などが自宅などを訪問し、心身の状態や日頃の生活、家族、居住環境
などについて、聞き取りや動作確認を行います。
主治医意見書（12ページ参照）		
区の依頼により主治医が意見書を作成します。	 	
※主治医に要介護・要支援認定の申請をすることをあらかじめ伝えてください。		
※主治医がいない方は区が紹介する医師の診断を受けます。

一次判定（コンピュータ判定）（13ページ参照）	 	
認定調査の結果や、主治医意見書の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行
います。
二次判定（認定審査）（13ページ参照）	 	
一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査・判
定を行い、要介護度を決定します。

結果は申請から原則30日以内に通知されます。要介護度に応じて、利
用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額（19ページ参
照）などが異なります。
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全国共通の調査票を用いて、区の職員などが自宅などを訪問し、心身の状態や
日頃の生活、家族、居住環境などについて、聞き取りや動作確認を行い、認定調
査票を作成します。
※認定調査は、区の職員か、区から調査の委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の調査員が行います。

区の依頼により、申請書に記載された主治医が、介護を受ける直接の原因となっ
た傷病や心身の状態について意見書を作成します。意見書作成にかかる費用は、
区が負担します。ただし、診察にかかる費用は、本人負担となります。

［認定調査］

認定調査を受けるときの注意 主な調査項目

［主治医意見書］

申請から概ね10日以内に、申請書に記載した主治医を受診しましょう。
直近の受診がないと、主治医が傷病や心身の状態について把握でき

ず、意見書が作成できない場合があります。
受診の際には…
●要介護・要支援認定の申請をしたことを伝えましょう。
●現在の身体状況や、日常生活で不安や不便に感じていることを 

具体的にお話しください。
意見書の作成が遅れると、認定結果の通知が遅れる場合があります。

●ふだんの状況を具体的に伝える		
体調がすぐれないときなどは、正し
い調査ができないことがあります。

●家族などに同席をしてもらう	 	
家族など、いつも介護をしている人
に同席してもらうと、より正確な調
査ができます。

●困っていることはメモに書き留めておく	
緊張などで状況が伝えきれないこと
もあるので、あらかじめメモに書い
ておきましょう。

●補装具の使用状況を伝える	 	
つえなどの補装具を使っている場合
には、使用状況を伝えましょう。

《基本調査》
麻痺等の有無
拘縮の有無
寝返り
起き上がり
座位保持
両足での立位保持
歩行
立ち上がり
片足での立位
洗身
視力
聴力
移乗
移動
えん下
食事摂取

《概況調査》
家族状況	 居住環境
日常的に使用する機器、器械の有無	 など

《特記事項》

排尿・排便
口腔清潔
衣服の着脱
外出頻度
意思の伝達
記憶・理解
昼夜逆転
ひどい物忘れ
薬の内服
金銭の管理
日常の意思決定
集団への不適応
買い物
簡単な調理
過去14日間に受けた医療
日常生活自立度

など
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二次判定（介護認定審査会が判定）

一次判定
（コンピュータ判定） 調査票の特記事項 主治医意見書

認定審査
要介護・要支援認定は、介護サービスがどのくらい必要かを判断するものですが、病

気の重さと要介護度は、必ずしも一致しない場合があります。
一次判定（コンピュータ判定）と、認定調査による特記事

項や主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査をし、	
要介護状態区分を判定します。

要介護・要支援認定には有効期間があり、新規・区分変更の場合は6 ～ 12か月（月途中の申
請の場合は、その月の末日までの期間＋有効期間）、更新の場合は6 ～ 48か月となります。

また、認定の効力発生日は、原則として認定申請日になります。更新の場合は、前回認定の有
効期間満了日の翌日になりますので、引き続き介護サービスの利用を希望するときは、有効期間
満了日の60日前から満了日までの間に、更新手続きをしてください。

申請後、結果が通知されるまでの間でも、ケアマネジャー等が作成する「暫定ケアプラン」に基づいて	
介護サービスを利用できます。ただし、「非該当」となった場合には、全額利用者負担となりますのでご注意
ください。また、想定していた要介護度より低かった場合にも、利用者負担となることがあります。

傷病の急性期ではなく、身体の状態が安定し、実際に介護サービスの利用を検討する段階で申請してく
ださい。

有効期間内に心身の状態の悪化など、必要となる介護の状況が変わった場合には、要介護度の区分を
変更するための申請ができます。申請場所・申請手続は初回・更新のときと同じです。

引っ越し先でも、引っ越す前に認定されていた要介護度を6か月間引き継ぐことができます。
転入日を含む14日以内に引っ越し先の市区町村に要介護・要支援認定の申請をしてください。

認定結果の有効期間認定結果の有効期間
更新手続きも
忘れずに

QQ

QQ

QQ

QQ

AA

AA

AA

AA

結果がまだ届いていないけど、すぐにサービスを使いたいのですが？

ケガや病気で入院中のときに、要介護・要支援認定の申請はできるのでしょうか？

要介護・要支援認定の有効期間内に状態が悪化した場合は、どうすればいいですか？

引っ越した場合、要介護・要支援認定はどうなりますか？

＋ ＋

要介護1〜5要支援1・2非該当

公 平に判 定するため、	
調査票と意見書の一部を	
コンピュータで分析します。

保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

「状態」「介護の手間」「頻
度」の内容を具体的に調査
員が記入します。

傷病や心身の状態につい
て、主治医が意見書を作
成します。
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の
方

事
業
対
象
者
の
方

区などが発行する事業者一覧
のなかから居宅介護支援事業所
（ケアマネジャーを配置している
事業所）と契約し、介護保険課
に「居宅サービス計画作成依頼
（変更）届出書」を提出します。

担当のケアマネ
ジャーと相談して
ケアプランを作成
します。

❶居宅介護支援事業所
を選び契約する

❷ケアプラン＊1
を作成する

❷ケアプラン＊1
を作成する

見学するなどサービス内容や
利用料について検討したうえで
事業所と契約し、介護保険課に

「居宅サービス計画作成依頼（変
更）届出書」を提出します。

利用する事業所
のケアマネジャー
と相談して、ケア
プランを作成し
ます。

❶小規模多機能型居宅介護・
看護小規模多機能型居宅介護
を選び契約する

❸サービスの利用開始

❸サービスの利用開始

❸サービスの
利用開始

サービスの利用開始

見学するなどサービス内容や
利用料について検討したうえで、
施設などと契
約します。

❶介護保険施設などを選ぶ ❷ケアプラン＊1を
作成する
利用する施設など

のケアマネジャーと
相談して、ケアプラ
ンを作成します。

地域包括支援センター等が本人や
家族と面談し、介護予防ケアプランを
作成します。地域包括支援センターに連絡をして、

サービスを利用したいことを伝えます。 
（担当地域は60～62ページ参照）

お住まいの地域を
担当する地域包括支援
センターに相談

・サービスを提供する事業所と
契約＊2します。

・介護予防ケアプランに基づい
たサービスを利用します。

・サービスを提供する事業所と
契約＊2します。

・介護予防ケアプランに基づい
たサービスを利用します。

・サービスを提供する事業所と
契約＊2します。

・ケアプランに基づいたサービ
スを利用します。

・利用者の同意を得て、サー
ビス内容を決定します。

・ケアプランに基づいた
サービスを利用します。

●サービス・活動事業 ･･････････････････････（44～45ページ参照）
《介護予防サービスの例》･･･････････････････（23～28ページ参照）
●介護予防訪問看護　●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防短期入所生活介護  など
《地域密着型サービス》
●介護予防認知症対応型通所介護 ･････････････（35ページ参照）

《居宅サービスの例》････････････････････････（23～29ページ参照）
●訪問介護　●訪問看護　●通所介護
●通所リハビリテーション　●訪問リハビリテーション  など
《地域密着型サービス》
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ･････････（34ページ参照）
●夜間対応型訪問介護 ･･･････････････････････････（34ページ参照）
●地域密着型通所介護 ･･･････････････････････････（35ページ参照）
●認知症対応型通所介護 ････････････････････････（35ページ参照）

《サービス・活動事業の例》･････････････････（44～45ページ参照）
●訪問サービス
●シルバーサポート事業（※）
●通所サービス　●食のほっとサロン（※）
●高齢者筋力向上トレーニング（※）

（※）のサービスは事前に申し込みが必要です。

《施設サービス》･･･････････････････････････････（30ページ参照）
●介護老人福祉施設　●介護老人保健施設
●介護医療院
《地域密着型サービス》･･･････････････････････（37ページ参照）
●認知症対応型共同生活介護
※要支援2の方は、
●介護予防認知症対応型共同生活介護 ･･（37ページ参照）が利用できます。

介護予防ケアプラン＊1の
作成

❸サービスの利用開始
・利用者の同意を得て、サービ
ス内容を決定します。

・ケアプランに基づいたサービ
スを利用します。

・訪問リハビリテーションや福祉
用具貸与等も併せて利用する
場合は、そのサービス事業所と
契約＊2し、利用します。

《地域密着型サービス》
●小規模多機能型居宅介護 ･････････････････････（36ページ参照）
●看護小規模多機能型居宅介護 ････････････････（36ページ参照）
※要支援1・2の方は、
●介護予防小規模多機能型居宅介護 ････（36ページ参照）が利用できます。

施
設
を
利
用
し
た
い

＊1 ケアプランの作成、介護予防ケアプランの作成は、利用者の費用負担はありません。	 ＊2 契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
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介護保険のサービスは、利用者の希望をもとに「いつ」「どんなサービスを」「どれくらい」
受けるかを決めるケアプラン（介護サービス計画）に基づいて利用します。ケアマネジャー
（50ページ参照）がケアプランを作成し、サービス利用の手助けをします。
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区などが発行する事業者一覧
のなかから居宅介護支援事業所
（ケアマネジャーを配置している
事業所）と契約し、介護保険課
に「居宅サービス計画作成依頼
（変更）届出書」を提出します。

担当のケアマネ
ジャーと相談して
ケアプランを作成
します。

❶居宅介護支援事業所
を選び契約する

❷ケアプラン＊1
を作成する

❷ケアプラン＊1
を作成する

見学するなどサービス内容や
利用料について検討したうえで
事業所と契約し、介護保険課に

「居宅サービス計画作成依頼（変
更）届出書」を提出します。

利用する事業所
のケアマネジャー
と相談して、ケア
プランを作成し
ます。

❶小規模多機能型居宅介護・
看護小規模多機能型居宅介護
を選び契約する

❸サービスの利用開始

❸サービスの利用開始

❸サービスの
利用開始

サービスの利用開始

見学するなどサービス内容や
利用料について検討したうえで、
施設などと契
約します。

❶介護保険施設などを選ぶ ❷ケアプラン＊1を
作成する
利用する施設など

のケアマネジャーと
相談して、ケアプラ
ンを作成します。

地域包括支援センター等が本人や
家族と面談し、介護予防ケアプランを
作成します。地域包括支援センターに連絡をして、

サービスを利用したいことを伝えます。 
（担当地域は60～62ページ参照）

お住まいの地域を
担当する地域包括支援
センターに相談

・サービスを提供する事業所と
契約＊2します。

・介護予防ケアプランに基づい
たサービスを利用します。

・サービスを提供する事業所と
契約＊2します。

・介護予防ケアプランに基づい
たサービスを利用します。

・サービスを提供する事業所と
契約＊2します。

・ケアプランに基づいたサービ
スを利用します。

・利用者の同意を得て、サー
ビス内容を決定します。

・ケアプランに基づいた
サービスを利用します。

●サービス・活動事業 ･･････････････････････（44～45ページ参照）
《介護予防サービスの例》･･･････････････････（23～28ページ参照）
●介護予防訪問看護　●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防短期入所生活介護  など
《地域密着型サービス》
●介護予防認知症対応型通所介護 ･････････････（35ページ参照）

《居宅サービスの例》････････････････････････（23～29ページ参照）
●訪問介護　●訪問看護　●通所介護
●通所リハビリテーション　●訪問リハビリテーション  など
《地域密着型サービス》
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ･････････（34ページ参照）
●夜間対応型訪問介護 ･･･････････････････････････（34ページ参照）
●地域密着型通所介護 ･･･････････････････････････（35ページ参照）
●認知症対応型通所介護 ････････････････････････（35ページ参照）

《サービス・活動事業の例》･････････････････（44～45ページ参照）
●訪問サービス
●シルバーサポート事業（※）
●通所サービス　●食のほっとサロン（※）
●高齢者筋力向上トレーニング（※）

（※）のサービスは事前に申し込みが必要です。

《施設サービス》･･･････････････････････････････（30ページ参照）
●介護老人福祉施設　●介護老人保健施設
●介護医療院
《地域密着型サービス》･･･････････････････････（37ページ参照）
●認知症対応型共同生活介護
※要支援2の方は、
●介護予防認知症対応型共同生活介護 ･･（37ページ参照）が利用できます。

介護予防ケアプラン＊1の
作成

❸サービスの利用開始
・利用者の同意を得て、サービ
ス内容を決定します。

・ケアプランに基づいたサービ
スを利用します。

・訪問リハビリテーションや福祉
用具貸与等も併せて利用する
場合は、そのサービス事業所と
契約＊2し、利用します。

《地域密着型サービス》
●小規模多機能型居宅介護 ･････････････････････（36ページ参照）
●看護小規模多機能型居宅介護 ････････････････（36ページ参照）
※要支援1・2の方は、
●介護予防小規模多機能型居宅介護 ････（36ページ参照）が利用できます。

施
設
を
利
用
し
た
い

＊1 ケアプランの作成、介護予防ケアプランの作成は、利用者の費用負担はありません。	 ＊2 契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
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広告ページ 掲載されている広告内容については、直接各事業者にお問い合わせください。
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介護保険・高齢者の相談に関するお問い合わせ

すぐわかる介護保険
練馬区高齢施策担当部介護保険課
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1  ☎03-3993-1111（代表）  FAX 03-3993-6362

令和7年4月発行

●居宅介護支援、サービス提供事業所へ直接
●地域包括支援センター（※ご相談は、担当地域にかかわらず、どのセンターでもお受けします。）	 ➡60〜62ページ参照
●練馬区保健福祉サービス苦情調整委員　　　　　　  ☎03-3993-1344（土・日・祝休日除く）
●東京都国民健康保険団体連合会　　　　　　　　　    ☎03-6238-0177（土・日・祝休日除く）

●練馬区消費生活センター　　　　　　　　　　　☎03-5910-4860（土・日・祝休日除く）

●練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセンター     ☎03-3997-0121（日・祝休日除く）

●もの忘れが気になるときや認知症に関する相談全般 
☎お住まいの地域を担当する地域包括支援センター　➡60〜62ページ参照

●認知症介護家族による「介護なんでも電話相談」          ☎03-6904-5080	  
（毎週水曜  午前10時〜午後3時）

●権利擁護センター　ほっとサポートねりま　　　　　  ☎03-5912-4022（土・日・祝休日除く）

●練馬区ホームページ	
 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/index.html

●医療と介護の情報サイト	
 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/koreisha/kenko/iryoutokaigosaito.html

●WAM NET（独立行政法人福祉医療機構）	 https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
●とうきょう福祉ナビゲーション	 https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/

➡60〜62ページの地域包括支援センター一覧を参照

●介護保険認定申請	 ●健康・医療・介護に関する相談	 ●介護予防ケアプランの作成
●認知症に関する相談	 ●権利擁護に関する相談

●介護保険認定申請	 ●介護給付	 ●被保険者証について	 ●介護保険料の相談・納付	
●利用料の軽減

v地域包括支援センター ＜医療と介護の相談窓口＞	 
月〜土曜  午前8時30分〜午後5時15分（祝休日および12月29日〜 1月3日を除く）

v介護保険課（練馬区役所内）	 ☎03-3993-1111（代表）	  
月〜金曜  午前8時30分〜午後5時15分

介護サービスに対する相談、苦情

契約などの相談

かかりつけ医の紹介

認知症に関する相談

認知症や障害のある方の福祉サービス利用援助や手続の代行、日常的金銭管理など

その他の介護サービスや事業所などに関する情報


